
コンプライアンスの推進体制
Daigasグループでは、「ESG推進委員
会」のもとに「コンプライアンス・リスク
管理部会」を設置し、組織横断的な施策
検討・情報共有化等を行っています。グ
ループ全体のコンプライアンス推進は総
務部コンプライアンス室が行っており、
大阪ガスの各事業部とネットワーク会
社、中核会社に「コンプライアンス統括」
を、大阪ガスの各組織と各関係会社では
「コンプライアンス推進責任者」「コンプ
ライアンス推進担当者」を選任し、グ
ループ全体でコンプライアンス向上に
取り組んでいます。

予兆データモニタリング
コンプライアンス上の問題の兆しを把握する目的で「予兆データモニタリング」を、Daigasグループ
全体で2011年度から行っています。この取り組みは、データを洗い出し、定期的・継続的にモニタリ
ングを行い、データの変化から問題を予見し、早期に対策を講じることで、不正行為の発生を未然
に防止するものです。
2022年度は、150項目のモニタリングを実施しました。

コンプライアンス
取り組みの背景・考え方
Daigasグループは、コンプライアンスとは法令遵守だけでなく、健全な倫理観に基づく良識ある企業行動を実践することと捉えています。コンプライアンスの推進は、お客さまや社会からの信頼を得るために
最も重要なことであり、事業を継続するうえでの基礎であると考えています。役員・従業員一人ひとりが法令・良識に従うとともに、コンプライアンスの基本である「Daigasグループ企業行動基準」を理解し、
社内規程等の社内ルールに従って行動できるように、コンプライアンス意識の啓発や知識の定着、倫理的思考力の向上を目的にした研修や啓発活動に取り組んでいます。
また、法令違反や不正行為などの事案を早期に把握し、迅速かつ適切に対応をとる仕組みの一つとして「コンプライアンス・デスク」を設置しています。
従業員の人権に関する相談窓口として「人権相談窓口」を人事部内に、従業員からのハラスメントに関する相談窓口として「ハラスメント窓口」を各組織・関係会社に設置しています。

■ コンプライアンス推進体制

調整・推進等

代表取締役社長

ESG推進会議（経営会議）

コンプライアンス・リスク管理部会

総務部　コンプライアンス室

全社委員会：ESG推進委員会
委員長：ESG推進統括

（各事業部・ネットワーク会社・中核会社）コンプライアンス統括

（各組織・各関係会社）コンプライアンス推進責任者・担当者
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海外事業の展開に合わせたグローバル・コンプライアンスの推進
海外でのビジネス展開を踏まえ、Daigasグループの企業理念、企業行動憲章、企業行動基準をまと
めた英語版リーフレットや内部通報窓口の案内をイントラネットに掲載し、従業員への周知を行って
います。
また、大阪ガスの海外現地法人では、「Daigasグループ企業行動基準」の英語版を全従業員に周知
し、「人権」「労働基準」「環境」「腐敗防止」等について従業員の啓発を行っています。
2022年度は、当社独自のリスク管理システム「G-RIMS」の項目を海外子会社向けに見直したもの
を活用し、主要な海外子会社20社においてリスク対応状況の把握に努めました。約40のリスク項
目に対して、予防・早期発見する取り組みの実行状況を点検し、リスク対応を進めています。

社内研修等の取り組み
コンプライアンスの推進に向けた意識向上などを目的に、各種研修や意識調査などの取り組みを継
続的に実施しています。
例えば、倫理的思考力を鍛えるケースメソッド研修や、各組織や各関係会社（いずれも傘下会社を
含む）において活動のキーマンとなるコンプライアンス推進責任者・担当者に対する「コンプライア
ンス推進責任者・担当者向け研修会」、組織長クラス以上を対象とした外部講師を招いての研修
会、管理者層・新入社員への階層別教育などを実施しています。これら以外にも、「Daigasグループ
企業行動基準」に関する事例を題材にしたケースについて行う職場内討議など、各組織・関係会社
が主体となったコンプライアンス研修を実施しています。
また、グループ従業員のコンプライアンスの浸透状況を確認する手段の一つとして、グループ会社
共通の「企業行動憲章」や「企業行動基準」の理解度を確認するとともに、日常業務を遂行するにあ
たり各人がどの程度、行動基準を意識しているか等を確認しています。また調査の結果や社会の潮
流を踏まえ、「企業行動基準」の定期的な見直しを行っています。
イントラネットの活用等により、コンプライアンスに関する様々な情報を従業員に提供しているほか、
「コンプライアンス標語」を毎年従業員から募集するなどの啓発活動に取り組んでいます（2022年
度の応募作品はグループ全体で10,215作品）。

人事評価項目にコンプライアンスを設定
大阪ガスでは、従業員の日々の行動について行動発揮レベルを評価する「役割期待評価」において、
評価項目の一つに、コンプライアンスへの取り組みを設定しています。これによって、法令の遵守や
倫理観の向上を促進しています。

コンプライアンス意識向上へ 内部通報制度・相談窓口

社内外からの相談・報告の受付窓口として大阪ガス、主要関係会社、
弁護士事務所等にコンプライアンス・デスク（内部通報窓口）を設置
Daigasグループにおける法令や社内規程等の遵守に関する相談・報告の受付窓口「コンプライ
アンス・デスク」を大阪ガス、主要関係会社、社外の弁護士事務所等に設置しています。グループ
の役員、従業員、派遣社員だけではなく、継続的にグループ各社に物品や役務を提供いただいて
いるお取引先の役員、従業員の方々も電話・文書・電子メール等による相談や報告ができます。
また匿名での利用も可能です。
2022年度は、計166件の相談・報告を受け付けました。これらに対して、事実調査の必要性を検討
したうえで、ヒアリングや証憑確認等を実施し、必要に応じて是正策・再発防止策を講じましたが、
重大な法令違反はありませんでした。
「コンプライアンス・デスク」に寄せられた案件に対しては、調査の結果法令等の違反があった場合
は是正対応します。また、法令等の違反がない場合にも、健全な職場環境の維持・向上を目的として
必要に応じて改善を行います。
なお、受け付けた通報の内容・調査結果・是正策等は、「コンプライアンス・リスク管理部会」や「ESG
推進委員会」等で報告・共有化し、再発防止を図っています。

■ 相談・報告件数
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内部通報制度の適正な運営に向けた取り組み
コンプライアンス違反に関する相談は、ハラスメントなどの相談も含め、「コンプライアンス・デス
ク」だけでなく、各組織の総務担当部署に寄せられる場合もあります。各組織がそれらに適正に
対応できるよう、新たにコンプライアンス推進責任者・担当者になった方々等を対象に、相談受
付時の対応方法を学ぶための研修会を開催しています。

税務コンプライアンスの取り組み

基本的な考え方
Daigasグループは、企業行動基準に基づき、法令を遵守し、健全な倫理観に基づく良識ある企
業行動を実践しています。適正な納税は社会へ貢献する「企業の社会的責任」の一つであると理
解しており、各国の税務に関する法令および規定を遵守し、税務関連業務を遂行しています。

税務リスク管理
Daigasグループは、税務リスクに対する正しい認識と適切な対応を促すためのプロセスを構築
しています。また、必要に応じて税務専門家からのアドバイスを受け、税務コンプライアンスを維
持・向上しています。

税務当局との信頼関係の構築
Daigasグループは、適時に税務申告・納付を行い、適切な情報開示を通して税務当局との信頼
関係の構築に取り組んでいます。

通報者の保護
「コンプライアンス・デスク」で受け付けた通報とそれに対する調査等は、通報者・被通報者の氏
名等の秘密保持や通報者の不利益取り扱い禁止を明確化した「法令等遵守に関する相談・報告
制度規程」に基づいて、実施しています。
なお、受け付けた通報の内容・調査結果・是正策等は、「コンプライアンス・リスク管理部会」や
「ESG推進委員会」等で報告・共有化し、再発防止を図っています。

■ 「コンプライアンス・デスク」の仕組み

ESG推進委員会
コンプライアンス・リスク管理部会

電　話 電子メール文　書面　談
Daigasグループの役員、従業員、派遣社員、お取引先役員、従業員

情報共有 相談・報告 フィードバック

事実調査、是正／調査結果・是正内容等報告／　再発防止策検討・実施

対象組織・対象会社

総務部コンプライアンス室／主要関係会社／社外弁護士事務所

コンプライアンス・デスク

腐敗防止の取り組み

腐敗防止
コンプライアンス経営を実現するために、Daigasグループの役員・従業員が、確実にとるべき行動
の基準を示した「Daigasグループ企業行動基準」において、贈収賄・汚職防止については、「独占禁
止法関係法令の遵守および公正な取引の実施」「関係先・取引先との交際」のなかで記載しており、
国家公務員倫理法・不正競争防止法などの腐敗防止関係法令の遵守、外国公務員に対する賄賂の
禁止を規定しています。
加えて、贈賄リスクが高い事業部門・拠点や業務行為について重点的に対策を講じており、適切な
運用に努めています。
また、日常の業務活動に関するリスクの管理を実行するためのシステムである「G-RIMS」において、
サプライチェーン上のお取引先で、人権・労働・環境・腐敗防止等のコンプライアンス上の問題がな
いかなどの項目を設定して、定期点検とモニタリングを実施しています。
「G-RIMS」について詳しくは P.117をご覧ください。

腐敗防止に関する従業員研修
Daigasグループでは、「Daigasグループ企業行動基準」を冊子および携帯カードにまとめ、配布や
イントラネットへの掲載を行い、全従業員に周知しています。「企業行動基準の解説」のイントラネット
掲載や研修等を通して「Daigasグループ企業行動基準」の理解促進に努めています。研修では、腐
敗防止のためのテーマも実施しており、具体的な事例を題材にグループディスカッションを行い、組
織・個人でどのような対策をとるべきだったのか、発生時にはどのように対応するべきか等の検討を
行い、腐敗行為防止に努めています。
また、当社グループとかかわりの深い各国の贈収賄規制を取りまとめ、イントラネットへ掲載している
ほか、2020年の米国連邦海外腐敗行為防止法リソースガイドの改訂時にはその解説も掲載するな
ど、世界共通の贈収賄・腐敗行為に対する法規制強化への対応に取り組んでいます。
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